


【参考】一式工事の区分表 

業種 例示工事 留意事項 

土木一式工事 道路新設改良工事、トンネル工

事、橋梁工事、河川改良工事、

港湾改修工事、公共下水道工事、

治山工事、灌漑、災害復旧工事

など公共工事において土木一式

工事として発注されたもの。 

・除草などの業務委託については発

注区分が土木一式工事であるが含

めない。 

（地域維持型業務委託、またはこれ

に準ずる小規模修繕の発注ついて

は、技術者配置の要件を満たす場合

に工事に該当する工種について土

木一式として認めるものとする。） 

敷地（宅地）造成工事 

駐車場造成工事 

管渠敷設工事 

・切土、盛土、締固め、擁壁工、排

水工など複数の工種を総合的に施

工していること。（土工工事のみと

いった単一工種でないこと。） 

建築一式工事 公共建築物における新築・増改

築工事、改修工事・大規模修繕

など公共工事において建築一式

工事として発注されたもの。 

 

－ 

 

住宅、店舗、工場、マンション

などの新築・増改築工事、改造・

改修・修繕工事（設備関係の設

置を含めた仮設住宅工事を含

む。） 

・改造、改修工事については、事務

所から店舗への用途変更を伴うも

のや建築物の主要構造部（躯体）の

一部に変更が加えられるもの（避難

階段の設置を含む。）であること。

（小規模な補修工事や建築物の形

状を変えない造作中心の工事は含

めない。） 

・修繕工事については内装、電気、

給排水設備などの複数の工種を総

合的に施工していること。（内装の

みといった単一工種でないこと。） 

＊この区分表については、一式工事における代表的な工事の一例を示したものであり、 

具体的な一式工事の判断については工事名称でなく主たる工種・工事内容により判断する 

ことになります。 

＊少額工事や下請工事の施工については専門工事にあたると考えられることから、 

原則、一式工事としての計上は認められません。但し、次頁以降の判断基準に合致する場合に 

おいては、一式工事として認めることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 



◇元請における少額工事（～数十万円程度）の判断基準       平成 30年 9月 

 

 数十万円程度の少額工事については、専門工事にあたると考えられるところ、 

以下の１及び、２の①または②のいずれかの項目にあてはまり、総合的に一式工事と判断されるもの

については、当分の間、一式工事として扱うものとします。（注記１） 

１ 原則、二以上の専門工事を組み合わせて施工する建設工事であること。 

  複数の業種（工種）を包括する工事目的物（工作物）の請負であること。 

  ＊複数の業種（工種）を包括する工事目的物（工作物）の請負とは、独立した複数の工種（業種）から成り、かつ 

複数の工種が一体となることで機能する工事目的物（工作物）の請負をいう。（注記２） 

 

２ 総合的な企画、指導、調整が必要な建設工事であること。（注記３） 

 ①工事の施工にあたり、施工計画の作成、施工現場における工事の工程管理、品質管理、安全管理 

その他などの一連の施工管理を必要とし、実施していること。 

＊品質管理とは、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等にかかる品質管理をいう。 

＊安全管理には、労働災害の発生防止のほか、公衆に危険が及ばないよう措置を講じる対外的な安全管理を含む。 

＊その他には道路使用許可にかかる手続きや他工事の事業者との調整を含む。 

   ＊一連の施工管理についての判断は、施工を適格に行うための技術上の管理が概ねとられているかによる。 

②当該工事の一部を下請に請け負わせ、下請人に対する指導・監督、または下請負人間の施工の調 

整を行っていること。 

 

注記１．本判断基準を適用する当分の間とは平成 30年 10月の運用開始後 5年を目処とする。それ以 

降における適用においては判断基準の見直しを行うものとする。  

注記２．複数の工種（業種）であるものの、次のように、それらの工種（業種）が主たる専門工種（業 

  種）と従たる専門工種（業種）の関係にあるものについては主たる専門工事の附帯工事にあたる 

ことから、一式工事とは認められない。 

ⅰ 主たる工事の機能を保全し、十分な能力を発揮させるために必要である工事 

（例）管工事（冷暖房工事）の施工に伴い、その施工の必要が生じる熱絶縁工事 

  屋根工事の施工に伴い、その施工の必要が生じる塗装補修工事 

ⅱ 主たる工事に関連して必要が生じた工事 

 （例）建物内部の電気工事の施工に伴い、その施工の必要が生じた内装仕上工事 

    建具工事の施工に伴い、その施工の必要が生じた塗装工事や内装仕上工事 

注記３－１．発注者（公の機関に限る）から総合的な企画調整、施工体制の安定的確保が求められる 

  として一式工事で発注される工事については、一式工事として扱うことができる。 

  なお、発注区分が明示されていないものについては、当該、公の機関に問い合わせ、一式工事 

である旨を確認したうえで工事経歴書に計上のこと。 

注記３－２．発注者（公の機関に限る）から一式工事として発注された委託業務については、名称に 

かかわらず、総合的な企画調整、施工体制の安定的確保が求められる作業であり、主任技術者が 

配置され、かつその届出が発注者に提出されている場合に限り、その内訳に含まれる建設工事の 

内容について一式工事として扱うことができる。なお、この場合の完成工事高の計上にあたって 

は、その内容が明らかに建設工事でないものについては、契約金額から差し引き、建設工事に該 

当する分のみを計上すること。 

 

 

 

 



◇下請工事における判断基準                   平成 30年 9月 

 

一式工事については原則元請における許可業種であり、下請工事については各専門工事にあたると

考えられるところ、下請工事として施工された工事が以下の１から３の全ての項目にあてはまり（注

記１）、総合的に一式工事と判断されるものについては、当分の間、一式工事として扱うことができる

ものとします。（注記２） 

 

１ 元請からその完成を請け負う工事目的物（工作物）が複数の業種（工種）を包括するものであり、 

その施工管理を任されていること。 

＊複数の業種（工種）を包括する工事目的物（工作物）の請負とは、独立した複数の工種（業種）から成り、 

かつ複数の工種が一体となることで機能する工事目的物（工作物）の請負をいう。 

     

２ 施工管理において、総合的な企画、調整、指導が含まれること。 

＊ここでいう総合的な企画、調整、指導とは、自社が部分的に請け負った施工の範囲における施工計画の作成、 

工程管理、品質管理、技術指導をいう。 

 

３ 自社の位置づけは一次下請であること。 

  施工体系（施工分担関係）における自社の位置づけは、一次下請とし、二次下請以降の下請は 

認められない。 

    

 

注記１．上記の要件を満たす場合であっても、専門工事の下請として施工した建設工事については 

一式工事にあたらず、認められない。 

注記２．本判断基準を適用する当分の間とは平成 30年 10月の運用開始後 5年を目処とする。それ以 

降における適用においては判断基準の見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 


